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区 役 所 改 革 担 当 

 

 

施設予約の制限の適用要件等の見直しについて 

 

 

  施設利用者が、公の施設を利用するに当たり、利用の機会や利用者の公平性を確保

するため、利用予定日６日前以降の直前にキャンセルし、又は無断でキャンセルした

場合に、新規予約の制限（以下「予約制限」といいます。）※を適用しています。 

施設利用者がより施設を利用しやすい環境を実現するため、予約制限を適用する要

件等を見直します。 

  ※直前キャンセルの場合は 30 日間の新規予約の制限、無断キャンセルの場合は 60

日間の新規予約の制限 

 

１ 見直しの内容 

（１）予約制限を適用するキャンセル日の要件見直し 

利用者自身が、より直近の状況を基に施設利用の有無の判断ができるよう、予約

制限を適用するキャンセル日の要件を、これまでの「利用予定日６日前以降」から

「利用予定日３日前以降」に見直します。 

現在の要件 

▶▶ 
見直し後の要件 

利用申請予定者が施設の利用予定日の

６日前以降に予約を取り消した場合 

利用申請予定者が施設の利用予定日の３

日前以降に予約を取り消した場合 

 

 

 

▶▶ 

 

 

（２）予約制限の適用を免除する事由の明確化 

利用者の生命・身体の安全を確保するため、台風や降雪に限らない様々な悪天候

に適用でき、公平な基準となるよう、適用の免除事由を次のとおり明確化します。 

現在の適用免除の事由 

▶▶ 

今後の適用免除の事由 

施設利用日において、都内で台風の上陸

や降雪による被害が予測される場合 

（免除対象日は都度、区で判断） 

施設利用日において、港区内に気象特別警

報、警報又は、大雨、洪水、高潮若しくは

大雪注意報が発表された場合 

施設利用日において、熱中症警戒アラー

トが発表された場合 

施設利用日において、港区内に熱中症警戒

アラートや光化学スモッグ注意報が発表

された場合 
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２ 適用日 

  令和７年６月１日（日）以降のキャンセルから適用 

 

３ 対象施設 

  施設予約システムを導入している区有施設 

 

４ 周知方法 

  広報みなと（５月 15日号）、区ホームページ、施設予約システム、各施設内へのチ

ラシ掲示などで、周知を行います。 


